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播
磨
町
の
保
険
料
は
、
基
準
と
な

る
保
険
料
を
中
心
に
５
段
階
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。（
表
１
参
照
）

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
保
険

料
を
無
理
な
く
負
担
い
た
だ
け
る
よ

う
に
、
所
得
が
少
な
く
町
民
税
が
非

課
税
世
帯
の
方
に
は
基
準
の
保
険
料

よ
り
軽
減
し
、
逆
に
所
得
が
多
い
方

に
は
基
準
よ
り
最
大
５
割
増
し
の
保

険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
制
度
と

な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

介
護
保
険
は
加
入
者
相
互
の
助
け

合
い
の
考
え
に
基
づ
き
、
皆
さ
ん
が

保
険
料
を
負
担
し
合
う
制
度
で
あ
り

ま
す
が
、
制
度
発
足
直
後
か
ら
第
２

段
階
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
の
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。

第
２
段
階
は
世
帯
全
員
が
町
民
税

非
課
税
の
方
に
決
定
さ
れ
る
段
階
で

す
が
、
無
年
金
で
収
入
が
な
い
方
か

ら
年
間
266
万
円
の
年
金
収
入
が
あ
る

方
ま
で
と
収
入
の
幅
が
広
く
、
真
に

公
平
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
15
年
度
か

ら
は
、
特
に
収
入
が
少
な
く
、
保
険

料
が
大
き
な
負
担
と
な
る
と
思
わ
れ

る
方
へ
減
免
制
度
を
拡
充
す
る
予
定

で
す
。（
表
２
参
照
）

保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
、

納
付
書
に
よ
り
支
払
う
「
普
通
徴
収
」

の
２
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
２
つ
の
納
め
方
は
、
皆
さ
ん

が
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、

社
会
保
険
庁
な
ど
の
年
金
保
険
者
か

ら
播
磨
町
に
対
し
て
特
別
徴
収
が
で

き
ま
す
と
連
絡
が
あ
っ
た
方
が
特
別

徴
収
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
方
は
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

特
別
徴
収
は
老
齢
・
退
職
年
金
の

額
が
年
間
18
万
円
以
上
の
方
が
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
、
年
金
額
が
18
万

円
に
満
た
な
い
方
や
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
、
老
齢
福
祉
年
金
だ
け
を
受

け
て
お
ら
れ
る
方
は
普
通
徴
収
と
な

り
ま
す
。

ま
た
、
特
別
徴
収
は
10
月
か
ら
開

始
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
度
の
途
中
に

65
歳
に
な
ら
れ
た
方
や
他
の
市
町
村

か
ら
転
入
し
て
こ
ら
れ
た
方
も
翌
年

10
月
ま
で
は
普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
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前
回
の
説
明
と
折
り
込
み
記
事
に
よ
り
平
成
15
年
度
か
ら
17
年
度
ま
で
の
第
１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上

の
方
）
の
介
護
保
険
料
は
、
お
お
む
ね
月
額
３
千
600
円
と
試
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、
こ
の
特
集
の
最
終
回
と
し
て
平
成
15
年
度
か
ら
実
施
を
予
定
し
て
い
る
、
第
１
号
被
保
険
者
の

保
険
料
の
減
免
制
度
や
個
別
の
保
険
料
の
決
め
方
な
ど
を
説
明
し
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
説
明
に
出
て
く
る
金
額
や
制
度
は
、
条
例
、
規
則
の
改
正
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
今

後
保
険
給
付
の
推
移
や
議
会
で
の
議
論
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
特
に
注
釈
が
な
い

限
り
保
険
料
と
は
65
歳
以
上
の
方
の
保
険
料
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

平
成
15
年
度
か
ら
の
介
護
保
険
料�
介
護
保
険
特
集
⑤

介
護
保
険
特
集
⑤�
介
護
保
険
特
集
⑤�

段
階
別
保
険
料
の
決
定

介
護
保
険
料
の
減
免
制
度
の

拡
充

表1　平成15年度からの介護保険料�

※１…第4段階と第5段階を区別する合計所得金額は、平成14年度までは250万円でしたが、�
　　　平成15年度から200万円に引き下げられました。�

第1段階�

負担割合�段　階� 対　　象　　者�
保　険　料�

基準額×0.5

平成14年度�平成15～17年度�

年額 16,200円�
月額 1,350円�

生活保護受給者、老齢福祉年金受給�
者で世帯全員が町民税非課税�

本人が町民税課税で合計所得金額が�
200万円（※1）未満�

本人が町民税課税で合計所得金額が�
200万円（※1）以上�

世帯全員が町民税非課税�

本人が町民税非課税で世帯員が課税�

年額 21,600円�
月額 1,800円�

年額 24,300円�
月額 2,025円�

年額 32,400円�
月額 2,700円�

年額 32,400円�
月額 2,700円�

年額 43,200円�
月額 3,600円�

年額 40,500円�
月額 3,375円�

年額 54,000円�
月額 4,500円�

年額 48,600円�
月額 4,050円�

年額 64,800円�
月額 5,400円�

基準額�

基準額×0.75

基準額×1.25

基準額×1.5

第2段階�

第3段階�

第4段階�

第5段階�

介
護
保
険
料
の
納
め
方

私
は
昨
年
３
月
末
で
退
職
し
た

後
、
年
金
の
全
額
免
除
の
申
請
を
し
、

承
認
を
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
４
月
の
上
旬
に
納
付
書
が
郵

送
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
免
除
の
再
申

請
が
必
要
で
し
ょ
う
か
？

平
成
14
年
４
月
に
、
国
民
年
金

の
免
除
承
認
期
間
が
左
記
の
と
お
り

変
更
さ
れ
ま
し
た
。

変
更
前
　
４
月
（
ま
た
は
申
請
し
た

月
の
前
月
）
〜
翌
年
３
月

変
更
後
　
７
月
（
ま
た
は
申
請
し
た

月
の
前
月
）
〜
翌
年
６
月

こ
の
た
め
、
あ
な
た
の
場
合
は
、

平
成
14
年
４
月
〜
６
月
と
平
成
14
年

年
７
月
〜
平
成
15
年
６
月
ま
で
の
15

カ
月
間
承
認
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
あ
な
た
が
免
除
の

継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
、
平
成
15

年
７
月
〜
８
月
の
間
に
播
磨
町
役
場

住
民
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
に
必
要
な
も
の
は
下
記
の
表
の
と

お
り
で
す
。

納
付
書
は
使
用
せ
ず
に
保
管
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

私
は
大
学
３
回
生
で
す
。
昨
年
、

学
生
納
付
特
例
の
申
請
を
し
、
納
付

猶
予
の
承
認
を
受
け
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
４
月
の
上
旬
に
納
付

書
が
郵
送
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
再
申

請
が
必
要
で
し
ょ
う
か
？

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は

４
月
（
ま
た
は
申
請
し
た
月
の
前
月
）

〜
翌
年
３
月
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

在
学
中
、
納
付
猶
予
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
毎
年
、
４
月
〜
５
月
の
間
に

再
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
必

要
な
も
の
は
左
記
の
表
の
と
お
り
で

す
。
な
お
、
平
成
15
年
３
月
ま
で
に
、

播
磨
町
で
学
生
納
付
特
例
を
申
請
し

承
認
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
４
月

上
旬
に
申
請
書
と
返
送
用
封
筒
を
郵

送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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こ
ん
な
と
き
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？�

（
保
険
料
免
除
と
学
生
納
付
特
例
編
）�
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「年金保険料免除」と「学生納付特例」の申請手続きに必要なもの�
（■保険料免除　　▲学生納付特例）�

■� ▲�

■�

■�

■�

▲�

▲�

●年金手帳または国民年金保険料納入通知書（納付書）�

　（ただし、郵送の場合▲は不要）�
�

●認印（本人が署名する場合は不要）�
�

●失業などを理由とするときは以下のいずれかの写し�

「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」�

離職者支援資金の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」�

※平成15年6月分まで免除申請の場合は、平成13年4月1日

以降に失業していること�

※平成15年7月分から免除申請の場合は、平成14年4月1日

以降に失業していること�
�

●学生証または在学証明書の写し�
�

●平成15年1月2日以降に他の市区町村から転入された人で、

平成15年6月分まで免除申請の場合は、「平成14年度　所

得課税証明書」（平成14年1月1日現在の住所地で発行）�

　平成15年7月分から免除申請の場合は、「平成15年度　所

得課税証明書」（平成15年1月1日現在の住所地で発行）�

表2　平成15年度からの保険料減免制度�

※⑤～⑨が今回内容を拡充予定の減免制度です。�
※減免を受けるには申請が必要です。�

①本人又は生計を維持している者が火災等で住宅や財産に２分の１以上の損害を受けた方�
②生計を維持している者の死亡や長期入院で収入が２分の１以下になった方�
③生計を維持している者が事業の廃止や失業で収入が２分の１以下になった方�
④生計を維持している者が不作や不漁で収入が２分の１以下になった方�
⑤第１段階の老齢福祉年金受給者で以下の全てに当てはまる方�
（ア）世帯全員の前年の収入金額が次の金額以下であること�
�
�
�
（イ）資産などを活用してもなお生活が困窮していること�
（ウ）町民税が課税されている者と生計同一でない又はその者の扶養を受けていないこと�
⑥第２段階の方で以下の全てに当てはまる方�
上記（ア）、（イ）、（ウ）に同じ�
⑦第２段階の方で以下の全てに当てはまる方�
（ア）世帯全員の前年の収入金額が次の金額以下であること�
�
�
�
上記（イ）、（ウ）に同じ�
⑧第２段階の方で外国籍高齢者等福祉給付金受給者の方�
⑨監獄、労役場等の施設へ１カ月を超えて入所している方�

保険料の全額�

保険料の２分の１�

保険料の３分の１�

入所月から退所月の前月までの期間の保険料�

保険料の３分の２�

今の保険料と減った収入を基に計算し直した�
保険料との差額�

減　免　対　象　者� 減　免　金　額�

単身世帯 60万円�
二人世帯 60万円�
三人以上の世帯 60万円＋17.5万円×（世帯の人数－２）�

単身世帯 120万円�
二人世帯 120万円�
三人以上の世帯 120万円＋35万円×（世帯の人数－２）�
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